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令和５年度定例会　開会会議号

　区議会議員選挙で区民の皆様から信託を受け、新たな議会が始まりました。
私たちは、令和５年度荒川区議会定例会・開会会議におきまして、議員各位の
ご推挙により、議長、副議長に就任いたしました。
　５月８日より新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「５類」に引き下げ
られ、それに先立ち、マスクの着用は個人判断となりました。こうした中で、
川の手荒川まつりが４年ぶりに実地開催される等、徐々に、新型コロナウイル
ス感染症流行前の日常を取り戻し始めています。
　一方で、円安や物価高騰が続くなど、依然として先行き不透明な状況であり
ます。区議会では、子育て家庭や若者の支援、地域の活性化を始めとした様々
な問題を解決すべく、執行機関に対し、政策提言等の働きかけを行い、一定の
緊張関係を保ちながらも密に連携し、皆様が安心して日常生活を送っていただ
けるよう、積極的に取り組んでまいります。
　今後とも区民の皆様のご支援とご協力をお願い申し上げ、就任の挨拶とさせ
ていただきます。
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「あらかわ区議会だより」表紙写真応募作品

T.Gomiさん（荒川区）
「都電沿いのバラ」～荒川１丁目の踏切にて～

荒川区議会HP
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４月～５月の間、３団体の行政視察を受け入れました。

　令和５年５月２６日、荒川区の交流都市である茨城県潮来市より、
原浩道市長をはじめとする「第７２回水郷潮来あやめまつり」の PR 隊
の一行が荒川区議会を訪れました。

○ 幹事長　○ 副幹事長副正

正 茂木 弘　　　　北城 貞治　　　鎌田 理光　　菅谷 元昭　　　並木 一元　　若林 由季
西川 浩平　　　夏目 亜季　　　町田 高　　　明戸 真弓美　　斎藤 泰紀

副 副

正 森本 達夫　　　　松田 智子
山口 幸一郎　　　増田 峰子
菊地 秀信　　　　保坂 正仁

副 正 横山 幸次 副 相馬 ゆうこ
北村 綾子 斉藤 邦子 小島 和男

正 清水 啓史　　　　竹内 明浩
花澤 昭信　　　　山本 剛
大月 健弘　　　　宮本 舜馬

副

正 山田 晴美

正 小坂 英二

自由民主党荒川区議会議員団・次世代あらかわ

日本共産党荒川区議会議員団

正 久家 しげる 鬼頭あきゆき
立憲民主党荒川区議団

公明党荒川区議会議員団

ゆいの会
（都民ファースト・国民民主・あたらしい党・無所属）
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会のて育子・新維

日 程 視察受入議会名 主な視察項目

　４月 １２日 荒川区議会について

２６日

国分寺市議会

福島市議会

江原道 江陵市議会（韓国）

　５月 ２３日 ボール遊びのできる公園について

政策立案の取り組みについて
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議 会 活 動議 会 活 動

５月３０日
○本会議
○総務企画委員会
○議会運営委員会

～令和５年度定例会が開会しました～

◀
新
議
長
に
就
任
し
た

　町
田
議
員

３月２３日
○財政援助団体調査特別委員会
３月２４日
○健康・危機管理対策調査
　特別委員会（区内視察）

開 会 会 議 の 概 要
　5月３０日に令和５年度荒川区議会定例会が開
会され、開会会議が開かれました。
　この開会会議では、本定例会の会期を５月３０
日から翌年４月３０日までと決定したほか、議
長・副議長の選挙が行われ、議長に町田高議員、
副議長に菊地秀信議員を選任しました。

　また、議員から提出された議案４件と区長から
提出された議案２件がいずれも原案どおりに可
決・同意されました。
　このほか、常任委員会、議会運営委員会、特別
委員会の各委員の選任等が行われました。
（委員会の構成は６～７ページに掲載しています）

◀
開
会
会
議
で
の
区
長
挨
拶

①令和５年３月１６日～令和５年４月３０日

①令和５年３月１６日～令和５年４月３０日 ②令和５年５月１日～令和５年５月３０日

②令和５年５月１日～令和５年５月３０日

①議案第１号
　令和５年度荒川区一般会計補正予算（第１回）

総務企画委員会
宮本　舜馬　委員長

常任委員会

５月３０日５月３０日
◆付託された議案について

①議事日程について　等　　　　　　　　ほか

茂木　弘　委員長

議会運営委員会

５月３０日５月３０日
◆令和５年度荒川区議会定例会・開会会議について

令和あらかわ病院について

並木　一元　委員長（当時）

特別委員会

３月２４日３月２４日
◆区内視察

健康・危機管理対策調査特別委員会健康・危機管理対策調査特別委員会

調査研究事項
①荒川区社会福祉協議会について

森本　達夫　委員長（当時）
３月２３日３月２３日
◆
◆
行政視察の集約について

財政援助団体調査特別委員会財政援助団体調査特別委員会

４月２３日執行の区議会
議員選挙を経て、５月１日
から区議会の新たな任期
が始まりました。

委 員 会 活 動 の 報 告

議会運営委員会議会運営委員会
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議会事務局企画調査係
☎０３（３８０２）３１１１内線３６１６

・荒川区役所　本庁舎
・区内の各区民事務所
・区内の各施設（ふれあい館、ひろば館等）
・各区立図書館
　・区内各駅（JR東日本・京成電鉄・東京メトロ）
・区内の各公衆浴場

あらかわ区議会だより配布場所

　会議での発言内容を会議録としてまとめてい
ます。会議録は、図書館等で閲覧できるほか、区
議会ホームページにも掲載しています。

会議録を閲覧できます

　あらかわ区議会だよりは、新聞折り込み（朝
日・読売・毎日・産経・東京・日本経済の6紙）
で配布しています。
　また、区内にお住まいで、新聞を購読していな
い方は、自宅への配付をご利用できます。
　ご希望の方は、ご連絡ください。

新聞折り込み・個別配付も行っています

本会議及び委員会の音声ライブ配信を行っています

区 議 会 を 知 る に は

https://www.youtube.com/channel/UCo3xtLRs8DQXs0PTvFn86UA
※本会議場及び委員会室での傍聴をご希望の方は、会議当日に区役所５階の議会事務局で傍聴
券の交付を受けてください。

本会議及び委員会の音声ライブ配信を行っています
本会議及び委員会共に音声によるライブ配信を行っています。

荒川区議会YouTube

令和5年（2023年）6月18日
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令和５年度定例会・開会会議
○ 賛成 × 反対　　太字は討論のあったことを示す議案の審議結果議案の審議結果

自
民
党
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公
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の
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共

産
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立
憲
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主
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日
本
創
新
党

維
新
・
子
育
て
の
会

結
　
　
果

11 6 6 5 2 1 1
議員提出議案（４件）

第１号 震災・災害対策調査特別委員会の設置について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
第２号 観光・文化推進調査特別委員会の設置について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
第３号 財政援助団体調査特別委員会の設置について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
第４号 若者支援・健全育成調査特別委員会の設置について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

区長提出議案（２件）
第１号 令和５年度荒川区一般会計補正予算（第１回） ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 可決

同　意
第１号 荒川区監査委員の選任同意について（明戸真弓美　議員）

無記名投票の結果、賛成１６票、反対１４票の賛成
多数で同意されました。議決に加わった議員数は
３０名です。議長は職務を行うため議決には加わら
ず、明戸議員は議案の当事者のため退室しました。

同意

議 案 番 号 ・ 議 案 名

会 派 名 ・ 結 果
（数字は会派人数）

（
都
民
フ
ァ
ー

ス
ト
・
国
民
民

主
・
あ
た
ら
し

い
党
・
無
所
属
）



議 会 の し く み

　荒川区の区民生活をより良いものにしていくに
は、区民全員参加で考え、話し合い、決めたこと
を自分たちの手で実行していくことが理想です。
しかし、区民全員が集まって話し合いをするのは
難しいことです。
　そこで、選挙権のある満２５歳以上の区民の中か
ら選挙で選ばれた区議会議員が、区民の代表とし
て区の重要な事柄を慎重に審議し、どのように対
処していくかを決定しています。この区議会議員
で構成された機関を区議会といいます。
　区議会は、区民生活に関わる重要なことを決定
することから議決機関と呼ばれ、区（行政組織）
は、区議会で決めたことに基づき、実際の区政を
進めていくことから執行機関と呼ばれています。

　現在の荒川区議会議員の任期は、令和５年５月
１日から令和９年４月３０日までの４年間です。
議員の定数は、条例により３２人としています。
　また、区議会の議長・副議長は、議員の中から
選挙で選ばれます。

議会の役割
区議会とは

区議会議員の任期と定数

　議決とは、区長や議員から提出された議案など
を審議して、区議会の意思を決定することです。
　議会で議決する事項は、法律及び条例で定めら
れており、その主なものは、次のとおりです。
○条例を制定、改正、廃止すること。
○予算を定めること。
○決算を認定すること。
○区の税金、使用料、手数料などに関すること。
○予定価格１億８千万円以上の工事や、物をつ
くる契約を締結すること。
○重要な公の施設を長期間、独占的に利用させ
ること。
○副区長、監査委員の選任や、教育委員の任命
に同意するかどうかを決めること。　　など

　そのほかにも、国や東京都などの関係機関に対
して問題の改善を求め、意見書や要望書を提出す
ることや、請願・陳情として区議会に提出された、
区政に対する意見や要望についての審査などを
行っています。

議会の仕事
議決

意見書・要望書の提出 請願・陳情の審査

令和５年度の議会の流れ（会期：令和５年５月～令和６年４月まで）

＊詳しい日程は、直前にポスターやホームページ等でお知らせします。

５
月

６
月

９
月

11
月

２
月

４
月

開
会
会
議

６
月
会
議

９
月
会
議

決
算
に
関
す
る

特
別
委
員
会

２
月
会
議

11
月
会
議

閉
会
会
議

予
算
に
関
す
る

特
別
委
員
会

定例会の
開会

定例会の
閉会

あらかわ区議会だより No.278

4

議 会 の し く み

　荒川区の区民生活をより良いものにしていくに
は、区民全員参加で考え、話し合い、決めたこと
を自分たちの手で実行していくことが理想です。
しかし、区民全員が集まって話し合いをするのは
難しいことです。
　そこで、選挙権のある満２５歳以上の区民の中か
ら選挙で選ばれた区議会議員が、区民の代表とし
て区の重要な事柄を慎重に審議し、どのように対
処していくかを決定しています。この区議会議員
で構成された機関を区議会といいます。
　区議会は、区民生活に関わる重要なことを決定
することから議決機関と呼ばれ、区（行政組織）
は、区議会で決めたことに基づき、実際の区政を
進めていくことから執行機関と呼ばれています。

　現在の荒川区議会議員の任期は、令和５年５月
１日から令和９年４月３０日までの４年間です。
議員の定数は、条例により３２人としています。
　また、区議会の議長・副議長は、議員の中から
選挙で選ばれます。

議会の役割
区議会とは

区議会議員の任期と定数

　議決とは、区長や議員から提出された議案など
を審議して、区議会の意思を決定することです。
　議会で議決する事項は、法律及び条例で定めら
れており、その主なものは、次のとおりです。
○条例を制定、改正、廃止すること。
○予算を定めること。
○決算を認定すること。
○区の税金、使用料、手数料などに関すること。
○予定価格１億８千万円以上の工事や、物をつ
くる契約を締結すること。
○重要な公の施設を長期間、独占的に利用させ
ること。
○副区長、監査委員の選任や、教育委員の任命
に同意するかどうかを決めること。　　など

　そのほかにも、国や東京都などの関係機関に対
して問題の改善を求め、意見書や要望書を提出す
ることや、請願・陳情として区議会に提出された、
区政に対する意見や要望についての審査などを
行っています。

議会の仕事
議決

意見書・要望書の提出 請願・陳情の審査
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　令和５年５月１５日、区議会議員・行政委
員・区理事者（区幹部職員）による情報連絡
会を開催しました。本連絡会では、令和５年
４月２３日執行の荒川区議会議員選挙当選者
と区理事者等が初めて顔を合わせ、各出席
者の紹介等を行いました。
　情報連絡会終了後、区議会議員選挙にお
いて初当選した議員６名を対象とした説明会
及び施設見学会を実施しました。見学会で
は、ふらっとにっぽり（日暮里地域活性化施
設）、あらかわリサイクルセンター、子ども
家庭総合センター、あらかわ希望の家（尾久
生活実習所）、東尾久本町通りふれあい館を
見学した後、町屋地域のグリーンスポットや
優先整備道路などを視察しました。
　各施設の所管課長による説明に対し、質
疑応答も行われ、区の取り組みへの理解を
深める機会となりました。

　荒川区議会では、平成２６年５月より通年議会
制を導入しています。通年議会制とは、従来「年
４回」となっていた定例会の回数を「年１回」と
し、会期（議会が活動できる一定の期間）を通年
とするものです。
　荒川区では、区長が毎年５月に定例会を招集し
ています。会期は５月から翌年４月の概ね１年間
となっており、従来実施していた年４回の定例会
に代わる会議（本会議）を６月、９月、１１月並
びに翌年２月に再開することとしています。
　通年議会制を導入したことで、災害等の緊急な
事態が発生した場合や、国の地方税法等の改正に
より区の関係条例の改正が必要な場合にも、いつ
でも議長の判断で会議（本会議）を再開できるよ
うになりました。

　本会議は、全議員が議場に集まり開かれる会議
で、議員から区長等執行機関に対して、区政につ
いての質問が行われます。区議会としての意思を
決定する重要な会議で、区の重要な事柄の決定は、
全てこの本会議で行います。

　委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び
特別委員会があります。
　常任委員会は、区の事務の部門別に設置されて
おり、その部門に属する事務の調査を行い、本会
議で付託された議案、請願・陳情等を審査します。
　議会運営委員会は、議会の運営等に関する事項
を調査するとともに、議会に関する議案、請願・
陳情等を審査します。
　特別委員会は、臨時的な事件、特に重要な案件
等を審査するために議会の議決により設置され、
付託された案件を審査し、その審査が終わるまで
存続します。区の予算や決算を審査する場合に
も、特別委員会が設置されます。

会議のあらまし 情報連絡会＆初当選議員の
施設見学会を実施通年議会制
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議 会 の し く み

　荒川区の区民生活をより良いものにしていくに
は、区民全員参加で考え、話し合い、決めたこと
を自分たちの手で実行していくことが理想です。
しかし、区民全員が集まって話し合いをするのは
難しいことです。
　そこで、選挙権のある満２５歳以上の区民の中か
ら選挙で選ばれた区議会議員が、区民の代表とし
て区の重要な事柄を慎重に審議し、どのように対
処していくかを決定しています。この区議会議員
で構成された機関を区議会といいます。
　区議会は、区民生活に関わる重要なことを決定
することから議決機関と呼ばれ、区（行政組織）
は、区議会で決めたことに基づき、実際の区政を
進めていくことから執行機関と呼ばれています。

　現在の荒川区議会議員の任期は、令和５年５月
１日から令和９年４月３０日までの４年間です。
議員の定数は、条例により３２人としています。
　また、区議会の議長・副議長は、議員の中から
選挙で選ばれます。

議会の役割
区議会とは

区議会議員の任期と定数

　議決とは、区長や議員から提出された議案など
を審議して、区議会の意思を決定することです。
　議会で議決する事項は、法律及び条例で定めら
れており、その主なものは、次のとおりです。
○条例を制定、改正、廃止すること。
○予算を定めること。
○決算を認定すること。
○区の税金、使用料、手数料などに関すること。
○予定価格１億８千万円以上の工事や、物をつ
くる契約を締結すること。
○重要な公の施設を長期間、独占的に利用させ
ること。
○副区長、監査委員の選任や、教育委員の任命
に同意するかどうかを決めること。　　など

　そのほかにも、国や東京都などの関係機関に対
して問題の改善を求め、意見書や要望書を提出す
ることや、請願・陳情として区議会に提出された、
区政に対する意見や要望についての審査などを
行っています。

議会の仕事
議決

意見書・要望書の提出 請願・陳情の審査

令和５年度の議会の流れ（会期：令和５年５月～令和６年４月まで）

＊詳しい日程は、直前にポスターやホームページ等でお知らせします。
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特別委員会特別委員会特別委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会

常 任 委 員 会常 任 委 員 会常 任 委 員 会

委員会構成

総務企画委員会総務企画委員会総務企画委員会総務企画委員会

福祉・区民生活委員会福祉・区民生活委員会福祉・区民生活委員会福祉・区民生活委員会

議会運営委員会

調査事項

①議会の運営に関する事項
②議会の会議規則、委員会に関

する条例等に関する事項
③議長の諮問に関する事項

正 茂木　弘　　 鎌田 理光
副 森本 達夫　　菅谷 元昭
理 北城 貞治　　山口 幸一郎
理

理

清水 啓史　　花澤 昭信
横山 幸次　　相馬 ゆうこ

所管事項
総務企画部、区政広報部、管理部、産業経済部、会計管理部、選挙管理委
員会及び監査委員に関する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

所管事項
福祉部、健康部及び区民生活部に関する事項

震災・災害対策調査特別委員会

調査事項

正 北城 貞治　　若林 由季
副 竹内 明浩　　宮本 舜馬
理 菅谷 元昭　　小島 和男
理 松田 智子
理 横山 幸次

議長 副議長
町田　高 菊地　秀信

正 宮本 舜馬
ゆいの会

久家 しげる
（立憲民主党）

小坂 英二
（日本創新党）

明戸 真弓美
（自民党・次世代）

茂木 弘
（自民党・次世代）

増田 峰子
（公明党）

山本 剛
ゆいの会

斉藤 邦子
（共産党）

松田 智子
（公明党）

花澤 昭信
ゆいの会

北村 綾子
（共産党）

夏目 亜季
（自民党・次世代）

北城 貞治
（自民党・次世代）

山口 幸一郎
（公明党）

横山 幸次
（共産党）

町田 高
（自民党・次世代）

副 理 理 理

正 副 理 理 理

観光・文化推進調査特別委員会

調査事項

①観光振興に関すること
②文化施策の推進に関すること
③都市間交流に関すること
④観光に係る交通アクセスに
　関すること

①首都直下地震対策に関する
　こと
②上記以外の大震災対策に関
　すること
③水害対策に関すること

正 山口 幸一郎　町田　高
副 斎藤 泰紀　　北村 綾子
理 西川 浩平　　久家 しげる
理 保坂 正仁
理 大月 健弘

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ） （都民ファースト・国民民主・

あたらしい党・無所属）（ ）

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ）
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②文化施策の推進に関すること
③都市間交流に関すること
④観光に係る交通アクセスに
　関すること

①首都直下地震対策に関する
　こと
②上記以外の大震災対策に関
　すること
③水害対策に関すること

正 山口 幸一郎　町田　高
副 斎藤 泰紀　　北村 綾子
理 西川 浩平　　久家 しげる
理 保坂 正仁
理 大月 健弘

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ） （都民ファースト・国民民主・

あたらしい党・無所属）（ ）

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ）
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建設環境委員会建設環境委員会建設環境委員会建設環境委員会

文教・子育て支援委員会文教・子育て支援委員会文教・子育て支援委員会文教・子育て支援委員会

正 並木 一元　　鬼頭 あきゆき
副 増田 峰子　　小坂 英二
理 明戸 真弓美　山田 晴美
理

理

山本　剛
斉藤 邦子

正 清水 啓史　　夏目 亜季
副 茂木　弘　　 菊地 秀信
理 鎌田 理光　　相馬 ゆうこ
理 森本 達夫
理 花澤 昭信

若者支援・健全育成調査特別委員会

調査事項

鎌田 理光
（自民党・次世代）

保坂 正仁
（公明党）

大月 健弘
ゆいの会

小島 和男
（共産党）

鬼頭 あきゆき
（立憲民主党）

山田 晴美
（維新・子育ての会）

斎藤 泰紀
（自民党・次世代）

森本 達夫
（公明党）

清水 啓史
ゆいの会

若林 由季
（自民党・次世代）

菅谷 元昭
（自民党・次世代）

竹内 明浩
ゆいの会

並木 一元
（自民党・次世代）

菊地 秀信
（公明党）

相馬 ゆうこ
（共産党）

西川 浩平
（自民党・次世代）

委 員 会 と は委 員 会 と は委 員 会 と は○正 委員長
○副 副委員長
○理 理事

区議会で取り扱う事柄は、数も多く、複雑で幅広い分野にわたっています。
そこで、いくつかの委員会を設置して、専門的に調査、審査をすることで、
効率化・合理化を図っています。

委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。

財政援助団体調査特別委員会

調査事項
①財政援助団体に対する出資金、補助金等の

使途（人事その他団体独自の権限の使途に
関することを除く。）に関すること

②財政援助団体に対する出資金、補助金等の
執行状況及び会計処理に関すること

③地方自治法第２４３条の３第２項の規定に
基づき提出された書類及び同法第２２１条
第３項の法人について本委員会が特に必要
と認めた資料に基づく調査に関すること

所管事項
教育委員会、地域文化スポーツ部及び子ども家庭部に関する事項

所管事項
環境清掃部及び防災都市づくり部に関する事項

第１委員会室

大会議室

正 副 理 理 理

正 副 理 理 理

①若者の相談・居場所に関する
こと

②若者の生活・就労支援に関す
ること

③若者の健康に関すること
④青少年の健全育成に関すること

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ）

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ）

（都民ファースト・国民民主・
あたらしい党・無所属）（ ）
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全国の議会が視察に訪れています

◀
国
分
寺
市
議
会
　様

（左） 原市長　 
（左から２番目・右）あやめ娘 ▶

◀
江
陵
市
議
会
　様

◀
福
島
市
議
会
　様

会派の構成会派の構成

４月～５月の間、３団体の行政視察を受け入れました。

　令和５年５月２６日、荒川区の交流都市である茨城県潮来市より、
原浩道市長をはじめとする「第７２回水郷潮来あやめまつり」の PR 隊
の一行が荒川区議会を訪れました。

○ 幹事長　○ 副幹事長副正

正 茂木 弘　　　　北城 貞治　　　鎌田 理光　　菅谷 元昭　　　並木 一元　　若林 由季
西川 浩平　　　夏目 亜季　　　町田 高　　　明戸 真弓美　　斎藤 泰紀

副 副

正 森本 達夫　　　　松田 智子
山口 幸一郎　　　増田 峰子
菊地 秀信　　　　保坂 正仁

副 正 横山 幸次 副 相馬 ゆうこ
北村 綾子 斉藤 邦子 小島 和男

正 清水 啓史　　　　竹内 明浩
花澤 昭信　　　　山本 剛
大月 健弘　　　　宮本 舜馬

副

正 山田 晴美

正 小坂 英二

自由民主党荒川区議会議員団・次世代あらかわ

日本共産党荒川区議会議員団

正 久家 しげる 鬼頭あきゆき
立憲民主党荒川区議団

公明党荒川区議会議員団

ゆいの会
（都民ファースト・国民民主・あたらしい党・無所属）

日 本 創 新 党

会のて育子・新維

日 程 視察受入議会名 主な視察項目

　４月 １２日 荒川区議会について

２６日

国分寺市議会

福島市議会

江原道 江陵市議会（韓国）

　５月 ２３日 ボール遊びのできる公園について

政策立案の取り組みについて

www.city.arakawa.tokyo.jp/gikaisenkyo/kugikai/kugikai.html
編集・発行／荒川区議会 メールアドレス kugikai@city.arakawa.lg.jp
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